
１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

（川崎市保育園条例の一部改正） 

２ 川崎市保育園条例（昭和２８年川崎市条例第３２号）の一部を次のように

改正する。 

第２条の表中 

「 

川崎市菅保育園 川崎市多摩区菅１丁目５番２４号 

川崎市土渕保育園 川崎市多摩区生田２丁目１４番５号 

」 

 を 

 「 

川崎市菅保育園 川崎市多摩区菅１丁目５番２４号 

」 

に改める。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

 多摩区保育・子育て総合支援センターを新設するため、この条例を制定する

ものである。 

議案第１２２号 

 

   川崎市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 川崎市建築基準条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和 ６ 年 ９ 月 ２ 日提出 

                川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市建築基準条例の一部を改正する条例 

 川崎市建築基準条例（昭和３５年川崎市条例第２０号）の一部を次のように

改正する。 

第３０条に次の１項を加える。 

７ 第１項、第２項又は第３項（同項において準用する令第１１２条第１３項

に係る部分に限る。）に規定する基準の適用上一の建築物であっても別の建

築物とみなすことができる部分として建築物が火熱遮断壁等で区画されてい

る場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分が２以上ある建築物

の当該建築物の部分は、これらの規定の適用については、それぞれ別の建築

物とみなす。 

第３１条第３項中「場合又は」を「場合（特定主要構造部が耐火構造である

場合を含む。）又は主要構造部が」に改める。 

第３２条に次の１項を加える。 

３ 第１項に規定する基準の適用上一の建築物であっても別の建築物とみなす

ことができる部分として建築物が火熱遮断壁等で区画されている場合におけ

る当該火熱遮断壁等により分離された部分が２以上ある建築物の当該建築物



の部分（棚状寝所を有する宿泊室を有しないものに限る。）は、同項の規定

の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 

 第３５条第４項を次のように改める。 

４ 百貨店等の用途に供する建築物で、両側に各構えのある主要な屋内の通路

の幅は、２．５メートル以上としなければならない。 

 第３５条に次の１項を加える。 

５ 前項に規定する主要な屋内の通路は、避難階にあっては２以上の屋外への

出口に、避難階以外の階にあっては避難階又は地上に通ずる２以上の直通階

段（屋外階段を含む。）に通じさせなければならない。 

第４２条第２項各号列記以外の部分及び第４６条第１項第２号中「主要構造

部」を「特定主要構造部」に改める。 

第４７条に次の１項を加える。 

５ 第３項に規定する基準の適用上一の建築物であっても別の建築物とみなす

ことができる部分として建築物が火熱遮断壁等で区画されている場合におけ

る当該火熱遮断壁等により分離された部分が２以上ある建築物の当該建築物

の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 

 第４９条中「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める。 

 第５９条に次のただし書を加える。 

  ただし、維持管理上支障がない場合は、この限りでない。 

第６１条の２及び第６１条の３中「（主要な屋内の通路の幅に限る。）」を

削る。 

 第６３条を次のように改める。 

 （既存の建築物に対する制限の緩和） 

第６３条 法第３条第２項の規定により第２３条（第３９条第２項において準

用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第２４条、第２８条第１



の部分（棚状寝所を有する宿泊室を有しないものに限る。）は、同項の規定

の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 

 第３５条第４項を次のように改める。 

４ 百貨店等の用途に供する建築物で、両側に各構えのある主要な屋内の通路

の幅は、２．５メートル以上としなければならない。 

 第３５条に次の１項を加える。 

５ 前項に規定する主要な屋内の通路は、避難階にあっては２以上の屋外への

出口に、避難階以外の階にあっては避難階又は地上に通ずる２以上の直通階

段（屋外階段を含む。）に通じさせなければならない。 

第４２条第２項各号列記以外の部分及び第４６条第１項第２号中「主要構造

部」を「特定主要構造部」に改める。 

第４７条に次の１項を加える。 

５ 第３項に規定する基準の適用上一の建築物であっても別の建築物とみなす

ことができる部分として建築物が火熱遮断壁等で区画されている場合におけ

る当該火熱遮断壁等により分離された部分が２以上ある建築物の当該建築物

の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 

 第４９条中「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める。 

 第５９条に次のただし書を加える。 

  ただし、維持管理上支障がない場合は、この限りでない。 

第６１条の２及び第６１条の３中「（主要な屋内の通路の幅に限る。）」を

削る。 

 第６３条を次のように改める。 

 （既存の建築物に対する制限の緩和） 

第６３条 法第３条第２項の規定により第２３条（第３９条第２項において準

用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第２４条、第２８条第１

項、第２９条、第３０条（第３項において準用する令第１１２条第１３項に

係る部分を除く。）、第３２条第１項若しくは第３項、第４７条第３項若し

くは第５項、第５０条（第１項第３号を除く。）、第５５条又は第５７条の

規定の適用を受けない建築物について、次の各号のいずれにも該当する増築

又は改築をする場合においては、法第３条第３項（第３号及び第４号に係る

部分に限る。以下この条において同じ。）の規定にかかわらず、これらの規

定は、適用しない。 

 ⑴ 増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。 

 ⑵ 増築又は改築に係る部分が第２３条、第２４条、第２８条第１項、第２

９条、第３０条（第３項において準用する令第１１２条第１３項に係る部

分を除く。）、第３２条第１項若しくは第３項、第４７条第３項若しくは

第５項、第５０条（第１項第３号を除く。）、第５５条又は第５７条の規

定に適合するものであること。 

２ 法第３条第２項の規定により第１８条、第１９条、第２６条第１項、第２

７条（第３９条第２項において準用する場合を含む。以下この条において同

じ。）第２項、第３１条（第１項を除く。）、第３３条、第３５条（第２項

及び第４項を除く。）、第３８条、第４１条（第２項を除く。）、第４４条

（第４項を除く。）、第４５条、第４６条（第２項及び第４項第１号を除く。）、

第４７条（第３項及び第５項を除く。）又は第５６条第３号の規定の適用を

受けない建築物について、次の各号のいずれにも該当する増築又は改築をす

る場合においては、法第３条第３項の規定にかかわらず、これらの規定は、

適用しない。 

 ⑴ 増築又は改築に係る部分及びその他の部分が、増築又は改築後において、

それぞれ令第１１７条第２項各号のいずれかに掲げる建築物の部分となる

ものであること。 



⑵ 増築又は改築に係る部分が第１８条、第１９条、第２６条第１項、第２

７条第２項、第３１条（第１項を除く。）、第３３条、第３５条（第２項

及び第４項を除く。）、第３８条、第４１条（第２項を除く。）、第４４

条（第４項を除く。）、第４５条、第４６条（第２項及び第４項第１号を

除く。）、第４７条（第３項及び第５項を除く。）又は第５６条第３号の

規定に適合するものであること。 

３ 法第３条第２項の規定により第９条、第１８条、第１９条、第２１条（第

３９条第２項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、

第２２条、第２３条、第２６条第１項、第２７条第２項、第２９条、第３０

条（第３項（同項において準用する令第１１２条第１３項に係る部分のうち、

同項に規定する竪
たて

穴部分が令第１２０条又は第１２１条の規定による直通階

段に該当する場合に適用されることとなる部分に限る。）及び第４項を除く。）、

第３１条（第１項を除く。）、第３２条第１項若しくは第３項、第３３条、

第３５条（第４項を除く。）、第３６条から第３８条まで、第４１条から第

４３条まで、第４４条（第４項を除く。）、第４５条、第４６条（第２項及

び第４項第１号を除く。）、第４７条、第５０条（第１項第３号を除く。）、

第５５条、第５６条第３号又は第５７条の規定の適用を受けない建築物につ

いて、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ当該各号に定める範囲内におい

て大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第３条第３項

の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。 

 ⑴ 法第３条第２項の規定により第３０条第１項、第２項若しくは第７項（同

条第１項及び第２項に係る部分に限る。）、第３２条第１項若しくは第３

項又は第４７条第３項若しくは第５項の規定の適用を受けない建築物 当

該建築物における全ての大規模の修繕又は大規模の模様替 

⑵ 法第３条第２項の規定により第９条、第１８条、第１９条、第２１条、



⑵ 増築又は改築に係る部分が第１８条、第１９条、第２６条第１項、第２

７条第２項、第３１条（第１項を除く。）、第３３条、第３５条（第２項

及び第４項を除く。）、第３８条、第４１条（第２項を除く。）、第４４

条（第４項を除く。）、第４５条、第４６条（第２項及び第４項第１号を

除く。）、第４７条（第３項及び第５項を除く。）又は第５６条第３号の

規定に適合するものであること。 

３ 法第３条第２項の規定により第９条、第１８条、第１９条、第２１条（第

３９条第２項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、

第２２条、第２３条、第２６条第１項、第２７条第２項、第２９条、第３０

条（第３項（同項において準用する令第１１２条第１３項に係る部分のうち、

同項に規定する竪
たて

穴部分が令第１２０条又は第１２１条の規定による直通階

段に該当する場合に適用されることとなる部分に限る。）及び第４項を除く。）、

第３１条（第１項を除く。）、第３２条第１項若しくは第３項、第３３条、

第３５条（第４項を除く。）、第３６条から第３８条まで、第４１条から第

４３条まで、第４４条（第４項を除く。）、第４５条、第４６条（第２項及

び第４項第１号を除く。）、第４７条、第５０条（第１項第３号を除く。）、

第５５条、第５６条第３号又は第５７条の規定の適用を受けない建築物につ

いて、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ当該各号に定める範囲内におい

て大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第３条第３項

の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。 

 ⑴ 法第３条第２項の規定により第３０条第１項、第２項若しくは第７項（同

条第１項及び第２項に係る部分に限る。）、第３２条第１項若しくは第３

項又は第４７条第３項若しくは第５項の規定の適用を受けない建築物 当

該建築物における全ての大規模の修繕又は大規模の模様替 

⑵ 法第３条第２項の規定により第９条、第１８条、第１９条、第２１条、

第２２条、第２６条第１項、第２７条第２項、第３１条（第１項を除く。）、

第３３条、第３５条（第４項を除く。）、第３６条から第３８条まで、第

４１条から第４３条まで、第４４条（第４項を除く。）、第４５条、第４

６条（第２項及び第４項第１号を除く。）、第４７条（第３項及び第５項

を除く。）又は第５６条第３号の規定の適用を受けない建築物 当該建築

物における屋根又は外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替であって、

当該建築物の避難の安全上支障とならないもの 

⑶ 法第３条第２項の規定により第２３条、第２９条、第３０条第３項（同

項において準用する令第１１２条第１３項に係る部分のうち、同項に規定

する竪
たて

穴部分が令第１２０条又は第１２１条の規定による直通階段に該当

する場合に適用されることとなる部分を除く。）、第５項、第６項若しく

は第７項（第３０条第３項に係る部分に限る。）、第５０条（第１項第３

号を除く。）、第５５条又は第５７条の規定の適用を受けない建築物 当

該建築物における屋根又は外壁に係る全ての大規模の修繕又は大規模の模

様替 

４ 法第３条第２項の規定により第１８条、第１９条、第２３条、第２４条、

第２６条第１項、第２７条第２項、第２８条第１項、第２９条、第３０条（第

３項（同項において準用する令第１１２条第１３項に係る部分に限る。）及

び第７項を除く。）、第３１条（第１項を除く。）、第３２条第１項、第３

３条、第３５条（第２項及び第４項を除く。）、第３８条、第４１条（第２

項を除く。）、第４４条（第４項を除く。）、第４５条、第４６条（第２項

及び第４項第１号を除く。）、第４７条（第５項を除く。）、第５０条（第

１項第３号を除く。）、第５５条、第５６条第３号又は第５７条の規定の適

用を受けない建築物であって、これらに規定する基準の適用上一の建築物で

あっても別の建築物とみなすことができる部分として次の各号に掲げる建築



物の部分の区分に応じ当該各号に定める部分（以下この項において「独立部

分」という。）が２以上あるものについて増築、改築、大規模の修繕又は大

規模の模様替（以下この条において「増築等」という。）をする場合におい

ては、法第３条第３項の規定にかかわらず、当該増築等をする独立部分以外

の独立部分に対しては、これらの規定は、適用しない。 

 ⑴ 第２３条、第２４条、第２８条第１項、第２９条、第３０条（第３項（同

項において準用する令第１１２条第１３項に係る部分に限る。）及び第７

項を除く。）、第３２条第１項、第４７条第３項、第５０条（第１項第３

号を除く。）、第５５条又は第５７条に規定する基準の適用上一の建築物

であっても別の建築物とみなすことができる部分 令第１０９条の８に規

定する建築物の部分 

 ⑵ 第１８条、第１９条、第２６条第１項、第２７条第２項、第３１条（第

１項を除く。）、第３３条、第３５条（第２項及び第４項を除く。）、第

３８条、第４１条（第２項を除く。）、第４４条（第４項を除く。）、第

４５条、第４６条（第２項及び第４項第１号を除く。）、第４７条（第３

項及び第５項を除く。）又は第５６条第３号に規定する基準の適用上一の

建築物であっても別の建築物とみなすことができる部分 令第１１７条第

２項各号に掲げる建築物の部分 

５ 法第３条第２項の規定により第２５条、第２７条第１項、第２８条第２項、

第３１条第１項、第３５条第４項、第４６条第４項第１号、第５６条（第３

号を除く。）又は第５８条から第６０条までの規定の適用を受けない建築物

又はその敷地について増築等をする場合においては、法第３条第３項の規定

にかかわらず、当該増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定

は、適用しない。 

６ 第４項（第１８条、第１９条、第２６条第１項、第２７条第２項、第３０



物の部分の区分に応じ当該各号に定める部分（以下この項において「独立部

分」という。）が２以上あるものについて増築、改築、大規模の修繕又は大

規模の模様替（以下この条において「増築等」という。）をする場合におい

ては、法第３条第３項の規定にかかわらず、当該増築等をする独立部分以外

の独立部分に対しては、これらの規定は、適用しない。 

 ⑴ 第２３条、第２４条、第２８条第１項、第２９条、第３０条（第３項（同

項において準用する令第１１２条第１３項に係る部分に限る。）及び第７

項を除く。）、第３２条第１項、第４７条第３項、第５０条（第１項第３

号を除く。）、第５５条又は第５７条に規定する基準の適用上一の建築物

であっても別の建築物とみなすことができる部分 令第１０９条の８に規

定する建築物の部分 

 ⑵ 第１８条、第１９条、第２６条第１項、第２７条第２項、第３１条（第

１項を除く。）、第３３条、第３５条（第２項及び第４項を除く。）、第

３８条、第４１条（第２項を除く。）、第４４条（第４項を除く。）、第

４５条、第４６条（第２項及び第４項第１号を除く。）、第４７条（第３

項及び第５項を除く。）又は第５６条第３号に規定する基準の適用上一の

建築物であっても別の建築物とみなすことができる部分 令第１１７条第

２項各号に掲げる建築物の部分 

５ 法第３条第２項の規定により第２５条、第２７条第１項、第２８条第２項、

第３１条第１項、第３５条第４項、第４６条第４項第１号、第５６条（第３

号を除く。）又は第５８条から第６０条までの規定の適用を受けない建築物

又はその敷地について増築等をする場合においては、法第３条第３項の規定

にかかわらず、当該増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定

は、適用しない。 

６ 第４項（第１８条、第１９条、第２６条第１項、第２７条第２項、第３０

条第１項若しくは第２項、第３１条（第１項を除く。）、第３２条第１項、

第３３条、第３５条（第２項及び第４項を除く。）、第３８条、第４１条（第

２項を除く。）、第４４条（第４項を除く。）、第４５条、第４６条（第２

項及び第４項第１号を除く。）、第４７条（第５項を除く。）又は第５６条

第３号に係る部分に限る。）及び前項（第２５条、第２７条第１項、第２８

条第２項、第３１条第１項、第３５条第４項、第４６条第４項第１号又は第

５６条第１号に係る部分に限る。）の規定は、法第３条第２項の規定により

第１８条、第１９条、第２５条、第２６条第１項、第２７条、第２８条第２

項、第３０条第１項若しくは第２項、第３１条、第３２条第１項、第３３条、

第３５条（第２項を除く。）、第３８条、第４１条（第２項を除く。）、第

４４条（第４項を除く。）、第４５条、第４６条（第２項を除く。）、第４

７条（第５項を除く。）又は第５６条（第２号を除く。）の規定の適用を受

けない建築物の用途を変更する場合について準用する。この場合において、

第４項中「増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替（以下この条にお

いて「増築等」という。）」とあるのは「用途の変更」と、「第３条第３項」

とあるのは「第８７条第３項」と、「当該増築等」とあるのは「当該用途の

変更」と、前項中「増築等」とあるのは「用途の変更」と、「第３条第３項」

とあるのは「第８７条第３項」と読み替えるものとする。 

 附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

建築基準法及び建築基準法施行令の一部改正により、建築物の防火規制に係

る別棟みなし規定が創設されたこと等に伴い、一定規模以上のホテル等の用途

に供する建築物が火熱遮断壁等で区画された場合における当該火熱遮断壁等に

より分離された部分が２以上ある建築物の当該建築物の部分を、防火規制の適

用上それぞれ別の建築物とみなすこととすること等のため、この条例を制定す

るものである。 


